
社 援 発 0 9 2 8 第 5 号  
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「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知） 

 

  生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭

和 36 年９月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところで

あるが、今般、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を

改正する法律（平成 30 年法律第 44 号）の施行に伴い、当該通知の一部を別添のとおり

改正し、平成 30 年 10 月１日より適用することとしたので、了知の上、その取扱いに遺

漏のなきを期されたい。 

 

 

 



別添 

○「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和 36年９月 30日厚生省社会局長通知 社発第 727号） 

改正後 改正前 

第１～２ （略） 

 

第３ 医療扶助実施方式 

１～４ （略） 

５  調剤の給付 

（１） 調剤券の発行 

   医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の

給付につき申出があった場合には、医療券と同時に調剤券を発行するも

のとすること。調剤券の発行については、指定薬局に対する委託、調剤

券の作成、交付等は医療券の場合に準ずるものとするが、患者に処方せ

んを発行すべき場合には、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和

32年厚生省令第 15号) 第 23条に規定する様式に必要な事項を記載して

交付するよう指定医療機関に対して周知徹底を図ること。 

なお、当該用紙への記載に当たっては、当該用紙中「保険医療機関」

とあるのは「指定医療機関」と、「保険医」とあるのは「指定医」と読

み替えるものとする。患者は指定薬局により調剤券の給付を受けようと

するときは、指定医療機関から交付された処方せんを福祉事務所長の発

行した調剤券に添付して調剤券に記載された指定薬局に提出するものと

すること。 

指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、 医療機関の場合に準ずるこ

と。 

なお、 指定薬局においては次の事項を記入した調剤録を保存するこ

と。(ただし、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様

の事項を記入したものをもってかえることができる。) 

一～四 （略） 

（２） 後発医薬品の給付 

  ア 指定医療機関及び指定薬局における取組 

医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用すること

ができると認めたときは、次のとおりの取扱いにより、後発医薬品を

第１～２ （略） 

 

第３ 医療扶助実施方式 

１～４ （略） 

５ 調剤の給付 

（新設） 

   医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の

給付につき申出があった場合には、医療券と同時に調剤券を発行するも

のとすること。調剤券の発行については、指定薬局に対する委託、調剤

券の作成、交付等は医療券の場合に準ずるものとするが、患者に処方せ

んを発行すべき場合には、保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和

32年厚生省令第 15号) 第 23条に規定する様式に必要な事項を記載して

交付するよう指定医療機関に対して周知徹底を図ること。 

なお、当該用紙への記載に当たっては、当該用紙中「保険医療機関」

とあるのは「指定医療機関」と、「保険医」とあるのは「指定医」と読

み替えるものとする。患者は指定薬局により調剤券の給付を受けようと

するときは、指定医療機関から交付された処方せんを福祉事務所長の発

行した調剤券に添付して調剤券に記載された指定薬局に提出するものと

すること。 

指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、 医療機関の場合に準ずるこ

と。 

なお、 指定薬局においては次の事項を記入した調剤録を保存するこ

と。 (ただし、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同

様の事項を記入したものをもってかえることができる。) 

一～四 （略） 

（新設） 

 

 

 



調剤するよう、指定医療機関及び指定薬局に対して周知徹底を図るこ

と（後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は

先発医薬品の薬価と同額となっている場合を除く。）。また、被保護

者に対しても、本取扱いについて周知徹底を図ること。 

（ア） 処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であっ

て後発医薬品への変更を不可としていない場合には、指定医療機

関又は指定薬局は、後発医薬品を調剤すること。このため、先発

医薬品の調剤が必要である場合は、処方医が必ず当該先発医薬品

の銘柄名処方をする必要があること。 

（イ） ただし、後発医薬品の在庫がない場合は、先発医薬品を調剤

することが可能であること。 

（ウ） 後発医薬品の使用への不安等から必要な服薬ができない等の

事情が認められるときは、薬剤師が処方医に疑義照会を行い、当

該処方医において医学的知見に基づき先発医薬品が必要と判断す

れば、先発医薬品を調剤することができるものであること。 

ただし、処方医に連絡が取れず、やむを得ない場合には、指定

薬局から福祉事務所に確認の上、先発医薬品を調剤することがで

きるが、速やかに（遅くとも次回受診時までに）薬剤師から処方

医に対し、調剤した薬剤の情報を提供するとともに、次回の処方

内容について確認すべきものであること。 

  イ 福祉事務所における取組 

 上記アの（ア）の場合又は（ウ）の処方医への確認後、再度医

学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認められ

た場合において、指定医療機関又は指定薬局における説明を受け

ても、なお先発医薬品の使用を希望する患者に対しては、福祉事

務所において制度について説明し、理解を求めること。 

 ６ （略） 

 ７ 施術の給付 （略） 

 （１） （略） 

 （２）施術券の発行 

給付要否意見書（施術）に基づき、施術の給付を必要と認めたとき

は、福祉事務所長は施術券を被保護者に発行すること。施術券は歴月を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ （略） 

 ７ 施術の給付 （略） 

 （１） （略） 

 （２）施術券の発行 

給付要否意見書（施術）に基づき、施術の給付を必要と認めたとき

は、福祉事務所長は施術券を被保護者に発行すること。施術券は歴月を



単位として発行するものとし、月末を始期とする施術の給付が翌月にま

たがる場合は、一般診療の場合と同様とすること。 

施術券により医療扶助を受けている者が、引き続き翌月にわたって施

術を必要とするときは、翌月分の施術券を発行すること。 

ただし、その者が引き続き３か月（あん摩・マッサージ及びはり・き

ゅうにあっては６か月）を超えて施術を必要とするときは、第４月分

（あん摩・マッサージ及びはり・きゅうにあっては第７月分）の施術券

を発行する前にあらかじめ（１）に定めるところに準じて発行した給付

要否意見書により第４月（あん摩・マッサージ及びはり・きゅうにあっ

ては第７月）以降における医療扶助継続の要否を十分検討することと

し、さらに引き続き施術を必要とするときは、３か月（あん摩・マッサ

ージ及びはり・きゅうにあっては６か月）を経過するごとに同様の手続

により医療扶助継続の要否を十分検討すること。 

施術機関は、原則として給付要否意見書に記載した機関とし、これに

よりがたいときは、他の適当な機関を福祉事務所長において選定するこ

と。 

施術券を交付するにあたり、次の点を被保護者に留意せしめること。 

ア 施術券に記載されている施術機関から給付を受けること。 

イ 当該施術券の有効期間内に受療すること。 

ウ 施術が終ったとき又は施術を中止したときは、すみやかにその旨を

福祉事務所に届け出ること。 

 （３）、（４） （略） 

 ８～13 （略） 

第４～第８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位として発行するものとし、月末を始期とする施術の給付が翌月にま

たがる場合は、一般診療の場合と同様とすること。 

施術券により医療扶助を受けている者が、引き続き翌月にわたって施

術を必要とするときは、翌月分の施術券を発行すること。 

ただし、その者が引き続き３か月を超えて施術を必要とするときは、

第４月分の施術券を発行する前にあらかじめ（１）に定めるところに準

じて発行した給付要否意見書により第４月以降における医療扶助継続の

要否を十分検討することとし、さらに引き続き施術を必要とするとき

は、３か月を経過するごとに同様の手続により医療扶助継続の要否を十

分検討すること。 

施術機関は、原則として給付要否意見書に記載した機関とし、これに

よりがたいときは、他の適当な機関を福祉事務所長において選定するこ

と。 

施術券を交付するにあたり、次の点を被保護者に留意せしめること。 

ア 施術券に記載されている施術機関から給付を受けること。 

イ 当該施術券の有効期間内に受療すること。 

ウ 施術が終ったとき又は施術を中止したときは、すみやかにその旨を

福祉事務所に届け出ること。 

  

 

 

（３）、（４） （略） 

 ８～13 （略） 

第４～第８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号～第 18号の１の２ （略） 

様式第 18号の１の３ 

 
 

 

 

様式第１号～第 18号の１の２ （略） 

様式第 18号の１の３ 

 
 

 



 

（記載注意） 

１ 施術を行う場合は、事前に医師の同意を得ること。 

２ 「転帰（継続の場合）」欄は、６か月を超えて施術を継続する場合に

該当するものを○で囲むこと。 

３ 「療養（治癒）見込期間」及び「概算見積額」欄は、初検時（６か月

を超えて療養を必要とする場合は７か月目以降）の療養（治療）見込

期間及び概算見込額を記載すること。 

（削除） 

 

 

４ ※印欄は福祉事務所で記入するので、記載しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載注意） 

１ 施術を行う場合は、事前に医師の同意を得ること。 

２ 「転帰（継続の場合）」欄は、３か月を超えて施術を継続する場合に

該当するものを○で囲むこと。 

３ 「療養（治癒）見込期間」及び「概算見積額」欄は、初検時（３か月

を超えて療養を必要とする場合は４か月目以降）の療養（治療）見込期

間及び概算見込額を記載すること。 

４ 「医師同意」欄は、３か月を超えてあん摩・マッサージ（変形徒手矯

正術の場合を除く。）又ははり・きゅうを必要とする場合、施術者が記

載しても差し支えないこと。 

５ ※印欄は福祉事務所で記入するので、記載しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 18号の２～第 25号 （略） 

様式第 26号の１ 

 
（裏面）（略） 

様式第 18号の２～第 25号 （略） 

様式第 26号の１ 

 
（裏面）（略） 



様式第 26号の２ （略） 

様式第 26号の３ 

 
（裏面）（略） 

様式第 26号の２ （略） 

様式第 26号の３ 

 
（裏面）（略） 



 

様式第 27号～第 37号 （略） 

別紙第１号～第４号の１ （略） 

別紙第４号の２ 

    あん摩・マッサージの施術料金の算定方法 

 あん摩・マッサージ師の施術に係る費用の額は、次に定める額により算定

するものとする。 

１～２（略） 

３ 施術報告書交付料 300円 

注 施術報告書交付料を支給する施術費給付請求明細書には、施術者より

記入を受けた施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。 

また、一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場

合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記入する取扱いとすること。 

４ 実施上の留意事項 

 その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。 

 

 

別紙第４号の３ （略） 

 

別紙第４号の４ 

    はり・きゅうの施術料金の算定方法 

１～２ （略） 

３ 施術報告書交付料 300円 

注 施術報告書交付料を支給する施術費給付請求明細書には、施術者より

記入を受けた施術報告書の写しを添付する取扱いとすること。 

また、一連の施術において既に施術報告書交付料が支給されている場

合は、直前の当該支給に係る施術の年月を記入する取扱いとすること。 

４ 実施上の留意事項 

 その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。 

 

 

 

様式第 27号～第 37号 （略） 

別紙第１号～第４号の１ （略） 

別紙第４号の２ 

    あん摩・マッサージの施術料金の算定方法 

 あん摩・マッサージ師の施術に係る費用の額は、次に定める額により算定

するものとする。 

１～２（略） 

（新設） 

 

 

 

 

３ 実施上の留意事項 

 その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。 

 

 

別紙第４号の３ （略） 

 

別紙第４号の４ 

    はり・きゅうの施術料金の算定方法 

１～２ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

３ 実施上の留意事項 

 その他実施にあたっての細目については、国民健康保険の例によること。 

 

 


